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「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正 

等について（通知） 

 

高齢者保健福祉行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

さて、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について、

別添（写）のとおり通知がありました。 

つきましては、主任介護支援専門員更新研修修了者の介護支援専門員証の取

扱い等が変更になりましたので、下記書類によりお知らせします。 

 

記 

 

1 送付書類 

①「主任介護支援専門員更新研修修了者の介護支援専門員証の取扱いについ  

  て（平成 29年 5月）」及び「別紙」 

②「主任介護支援専門員更新制度について（平成 29年 5月）」 

③ 「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等につい(写) 

④（参考）平成２９年厚生労働省令第４８号 
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